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“学びの地図”としての指導要領
菱村 幸彦

中央教育審議会の「審議のまとめ」に「学びの地

図」という新しい言葉が出てくる。起草者の真意は知

らないが，このキーワードを目にしたとき，これは学

習指導要領観の転換だと思った。

審議のまとめは，「学びの地図」について「学習指

導要領等が……学校教育を通じて子供たちが身に

付けるべき資質・能力や学ぶべき内容などの全体像

を分かりやすく見渡せる『学びの地図』として，教科

等や学校段階を越えて教育関係者間が共有したり，

子供自身が学びの意義を自覚する手掛かりを見い

だしたり，家庭や地域，社会の関係者が幅広く活用

したりできるものとしていくことが必要である」と述べ

ている。

ここで注目されるのは，指導要領の役割を[1] 教

科・学校段階を越えて教員が学習内容等の全体像を

共有する，[2] 子供が学びの意義を自覚する手がか

りとする，[3] 家庭，地域，社会の関係者が幅広く活

用できる，と位置付けていることだ。

教員の順守すべき指導基準
周知のように,指導要領は，戦後,アメリカのcourse

of studyを翻訳して始まった。直訳すれば「学びの筋

道」である。文部省（当時）は，指導要領を学校教育

法に基づく基準立法として定め，いずれの学校でも

指導しなければならない指導基準と位置付けた。

これに対し，日教組等は，国が指導要領を定める

ことに異を唱え，全国的に反対闘争を展開した。例え

ば，教育課程講習会反対闘争（昭和33年），教育課

程自主編成運動（昭和35年），教育の国家統制反対

闘争（昭和36年），総学習・総抵抗運動（昭和43年）

――等々，戦後教育の前半は，指導要領をめぐる紛

争が続いた。

指導要領反対闘争が激化する中で，教育の機会

均等と教育水準の維持向上を確保するため，文部省

は，法的拘束力というギリギリの法律論を持ち出し

て，教育の正常化を図った。

文部省在職中，私はその渦中にあったが，指導要

領の法的拘束性を好んで説いたことはない。できる

なら指導要領について法的拘束力などという厳めし

い言葉を使わないに越したことはないと思っていた。

昭和51年に学力調査事件最高裁判決（同年５月2

1日）が，「全国的に共通なものとして教授されること

が必要な最小限度の基準」として，指導要領の法的

拘束性を是認し，不毛な論争に終止符を打った。文

部省は，昭和53年の指導要領改訂で，判決を踏まえ

て，指導内容を大綱的基準に絞り込み，指導要領の

ページ数を半減した。

学びのガイドラインへ
もともと指導要領の基準性は，労働基準法で定め

る基準とは異なり，基準に少しでも外れたら違法にな

るというものではない。指導要領は，教員の教育的

営為を画一的に律する基準ではなく，多様な営みを

許容する弾力的な基準である。にもかかわらず，法

的拘束性を強調せざるを得なかったのは，戦後教育

の不幸であったと思う。

その後，教育界のイデオロギー闘争は消滅した。

もはや，ことさらに指導要領反対を唱える状況はな

い。いまは指導要領を法律の固い言葉でなく，教育

本来の柔らかい言葉で語ることができる。

教育法制上，指導要領が基準立法であるという基

本は変わらないとしても，指導要領に指導助言機能

をもたして，教員に向けたガイドラインとして再構成

する。同時に，それは児童生徒，保護者，地域住民

なども活用できる「学びの地図」となる――時代の変

化に応じて，指導要領の役割が変わりつつあるよう

だ。
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